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附則 

地震、台風、ゲリラ豪雨などによる災害は、多くのかけがえのない命や財産、

平穏な生活を奪い、ときには地域社会や都市機能に甚大な被害をもたらすもの

である。 

災害は、いつ起こるかわからない。災害の恐ろしさと防災の重要性を認識し、

災害から市民の生命、身体及び財産を守り、市民の安全な暮らしを確保するこ

とは、市に課せられた重要な責務である。 

そのためには、行政だけではなく、市にかかわるすべての者がそれぞれの責

務と役割を理解し、相互に連携し、協力しあっていくことが必要不可欠である。 

ここに、防災に対する基本理念を定めるとともに、市民、事業者及び市の責

務と役割を明らかにし、災害に強いまちづくりを推進するという決意を表明す

るため、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 



第１条 この条例は、災害に強いまちづくりを推進するため、市民、事業者及

び市の災害対策における責務及び役割を明らかにするとともに、災害の予防、

応急対策及び災害復旧に関する基本的な事項を定めることにより、災害対策

の確立を図り、もって市民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象、

大規模な火事又は爆発等災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。

以下「法」という。）第２条第１号に規定する災害をいう。 

(2) 防災 災害を未然に防止し、又は災害が発生した場合における被害の拡

大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。 

(3) 市民 市内に住所又は居所を有する者をいう。 

(4) 事業者 市内において事業を営む法人その他の団体又は個人をいう。 

(5) 災害時要援護者 高齢者、障害者等災害時に援護について特に配慮を要

する者をいう。 

(6) 自主防災組織 法第５条第２項に規定する住民の隣保協同の精神に基

づく自発的な防災組織をいう。 

（基本理念） 

第３条 市民、事業者及び市は、次に掲げる理念（次条において「基本理念」

という。）に基づき、それぞれの責務及び役割に応じ、災害対策に取り組むも

のとする。 

(1) 自己の責任により自らを災害から守る自助の理念 

(2) 地域において相互に助け合い、お互いを災害から守る共助の理念 

(3) 市が市民等を災害から守る公助の理念 

（地域防災計画への反映） 

第４条 山陽小野田市防災会議は、市の地域防災計画（法第４２条第１項に規

定する市町村地域防災計画をいう。）を作成するに当たっては、基本理念を反

映させるものとする。 



第２章 自助 

（市民の自助） 

第５条 市民は、第３条第１号に規定する自助の理念（以下「自助の理念」と

いう。）にのっとり、次に掲げる事項について、自ら災害に備えるよう努める

ものとする。 

(1) 自らが居住し、又は使用する土地、建築物その他の工作物等の安全性の

確保 

(2) 家具の転倒及び物品の落下の防止 

(3) 出火の防止 

(4) 災害時の初期対応に必要な用具の準備 

(5) 災害時に自らが必要とする飲料水、食料等の物資の備蓄又は確保 

(6) 避難所、避難経路及び避難方法の確認 

(7) 防災に関する知識及び技術の習得 

(8) 気象情報等災害対策に必要な情報の収集 

(9) その他日常生活における自らの安全の確保に関し必要な事項 

（事業者の自助） 

第６条 事業者は、自助の理念にのっとり、並びに従業員及び顧客（以下「従

業員等」という。）の安全を考え、次に掲げる事項について、災害に備えるよ

う努めるものとする。 

(1) 事業活動で使用する土地、建築物その他の工作物等の安全性の確保 

(2) 事業活動で使用する物品等の転倒、落下等の防止 

(3) 出火の防止 

(4) 災害時の初期対応に必要な用具の準備 

(5) 災害時に従業員等が必要とする飲料水、食料等の物資の備蓄又は確保 

(6) 避難所、避難経路及び避難方法の確認並びに従業員等への周知 

(7) 防災に関する知識及び技術の従業員等への周知 

(8) 気象情報等災害対策に必要な情報の収集並びに従業員等への伝達の手

段の確認及び確保 

(9) その他日常の事業活動における従業員等の安全の確保に関し必要な事項 

第３章 共助 



（市民による共助） 

第７条 市民は、地域社会の一員として、第３条第２号に規定する共助の理念

（以下「共助の理念」という。）にのっとり、自発的な災害予防の活動及び災

害時における避難活動、負傷者の救護その他の災害対策に関する活動（以下

「自主防災活動」という。）に参加するよう努めるものとする。 

２ 市民は、互いの生命、身体及び財産を災害から守るため、自主防災組織を

結成するよう努めるとともに、自主防災組織の自主防災活動に積極的に参画

するよう努めるものとする。 

（自主防災組織による共助） 

第８条 自主防災組織は、地域住民と協力し、地域における自主防災活動を実

施することにより、地域住民の安全確保に努めるものとする。 

２ 自主防災組織は、災害に備え、自主防災活動のために必要な資機材を整備

するとともに、定期的な訓練を実施し、及び防災に関する研修、講習等を受

講することにより、自主防災活動に関する技術の習得及び向上に努めるもの

とする。 

（事業者による共助） 

第９条 事業者は、社会的責任を自覚し、共助の理念にのっとり、市民、自主

防災組織と連携し、地域における自主防災活動を実施するよう努めるものと

する。 

（災害時要援護者の援護） 

第１０条 市民、自主防災組織及び事業者は、共助の理念にのっとり、災害時

要援護者が災害時に安全を確保できるよう援護に努めるものとする。 

第４章 公助 

（市の基本的責務） 

第１１条 市は、災害の予防、応急対策及び災害復旧に関する必要な対策（以

下「災害対策事業」という。）を推進することにより、市の地域並びに市民の

生命、身体及び財産を災害から守るよう努めなければならない。 

２ 市は、災害時における地震情報、気象情報等を早期かつ正確に把握し、市

民、自主防災組織及び事業者が当該情報を入手できる体制の整備及び充実に

努めなければならない。 



３ 市は、防災に関する知識の普及及び情報の提供を積極的に推進し、市民、

自主防災組織及び事業者の防災に関する知識及び意識の向上に努めなければ

ならない。 

４ 市は、市の災害対策事業を円滑に実施するため、国、県、他の市町及び関

係機関と緊密に連携するとともに、国、県及び他の市町が実施する災害対策

事業に協力するものとする。 

５ 市は、災害により市内に甚大な被害が発生したときは、国、県、他の市町

及び関係機関と連携協力して、早期の復旧に努めるとともに、市民生活の円

滑な再建を図り、都市機能の速やかな回復に努めなければならない。 

（自主防災組織の育成及び支援） 

第１２条 市は、自主防災組織の育成のため、必要な助成及び研修の実施並び

に自主的な防災に係る意識の啓発に努めるとともに、自主防災組織の自主防

災活動の促進を図るため、指導的役割を担う人材の育成その他必要な支援に

努めなければならない。 

（災害時要援護者への支援） 

第１３条 市は、災害時要援護者への情報の提供及び避難の支援が円滑に行わ

れるよう体制の整備に努めるとともに、災害時に災害時要援護者を援護しな

ければならない。 

２ 市は、第１０条の規定による援護をしようとする者に対し、必要な支援を

行わなければならない。 

（災害に強いまちづくりの推進） 

第１４条 市は、災害に備え、防災体制の確立のための施策及び防災施設の整

備を計画的に推進するものとする。 

２ 市は、災害時に必要な備蓄物資を計画的に整備するものとする。 

３ 市は、災害時に他の地方公共団体、事業者等に対し、協力の要請を迅速か

つ円滑に行えるよう、あらかじめ防災に係る協定を締結するものとする。 

（市職員の責務） 

第１５条 市の職員（以下「市職員」という。）は、市民の安全を確保するため、

防災に関する知識及び技術の習得に努めなければならない。 

２ 市は、市職員の防災に関する知識及び技術の向上のため、市職員に対し研



修の機会の提供等に努めなければならない。 

（災害対策事業への協力） 

第１６条 市民、自主防災組織及び事業者は、市が実施する災害対策事業に協

力するよう努めるものとする。 

第５章 その他 

（災害時要援護者に係る個人情報の共有） 

第１７条 市は、第１３条第１項に規定する体制の整備及び援護（以下「援護

等」という。）を行うため、市が所有する災害時要援護者の個人情報（山陽小

野田市個人情報保護条例（平成１７年山陽小野田市条例第９号）第２条第１

号に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を、援護等を行うために必要な範

囲内において、援護等のために利用することができる。 

２ 市は、災害時要援護者の援護を行うために必要な災害時要援護者の個人情

報のうち規則で定めるものについて、自主防災組織、民生委員その他の規則

で定める者に対して提供することができるものとする。 

（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２４年７月１日から施行する。 

 

 

 


